
贈らない！求めない！受け取らない！
　年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の
多い季節です。
　政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは、
時期や理由を問わず法律で禁止されています。答礼
のための自筆によるものを除き、年賀状などのあい
さつ状を出すこともできません。
　また、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止
されています。

※お問い合わせ先　
　町選挙管理委員会（総務課庶務Ｇ内）　☎６６２-２１１１
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版

※本文中の「Ｇ」は「グループ」を省略したものです。
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町
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※本文中の「Ｇ」は「グループ」を省略したものです。

小
型
除
雪
機
の　
　
　
　

貸
し
出
し
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
福
祉
課
福
祉
子
育
て
支
援
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　

   

☎
６
６
２
‐
２
６
７
３

　
高
齢
者
や
障
が
い
者
な
ど
、
自
力
で
除
排

雪
が
で
き
な
い
世
帯
や
、
生
活
道
路
等
の
除

排
雪
作
業
を
行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
に

小
型
除
雪
機
の
貸
し
出
し
を
行
い
ま
す
。

●
対
象　
町
内
会
、
消
防
団
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体
な
ど
（
除
雪
機
の
操
作
経
験
者
が

い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
）

●
貸
出
機
械
等　
小
型
除
雪
機
（
ハ
ン
ド
ガ

イ
ド
式
）
１１
・
８
馬
力
級 

、
ア
ル
ミ
歩
板

一
式

●
貸
出
期
間　
１
回
の
貸
し
出
し
は
原
則
２

日
以
内
（
休
日
中
は
休
日
前
の
夕
方
～
休

日
明
け
の
朝
ま
で
）

●
費
用　
無
料
。
た
だ
し
、
燃
料
費
、
傷
害

保
険
料
お
よ
び
賠
償
保
険
料
、
除
雪
機
の

運
搬
経
費
は
貸
し
出
し
を
受
け
る
団
体
等

の
負
担
と
な
り
ま
す
。

●
貸
出
条
件　
除
雪
機
を
操
作
す
る
人
は
、

傷
害
保
険
お
よ
び
賠
償
保
険
に
加
入
し
て

く
だ
さ
い
（
社
会
福
祉
協
議
会
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
保
険
へ
の
加
入
が
可
能
な
場
合
は
、

加
入
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
）。

●
申
請
方
法　
貸
し
出
し
希
望
日
の
平
日
２

日
前
ま
で
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

（
申
請
書
は
健
康
福
祉
課
に
あ
り
ま
す
）。

◆
除
雪
機
の
貸
し
出
し
お
よ
び
返
却
は
平
日

の
午
前
８
時
３０
分
か
ら
午
後
５
時
１５
分
ま

で
の
時
間
帯
で
お
願
い
し
ま
す
。

郵
便
等
投
票
証
明
書
の　

発
行
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
選
挙
管
理
委
員
会（
総
務
課
庶
務
Ｇ
内
）

　
　
　
　
　
　
　

   

☎
６
６
２
‐
２
１
１
１

　
郵
便
等
投
票
証
明
書
と
は
、
身
体
に
重
度

の
障
が
い
の
あ
る
選
挙
人
が
、
自
宅
等
か
ら

郵
便
で
不
在
者
投
票
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

に
必
要
な
証
明
書
で
す
。
証
明
書
は
７
年
間

有
効
で
、
そ
の
期
間
に
国
・
県
・
町
の
実
施

す
る
選
挙
に
有
効
で
す
（
左
記
③
に
該
当
す

る
方
は
、
有
効
期
間
が
介
護
保
険
被
保
険
者

証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
要
介
護
認
定
の
有
効

期
間
の
末
日
ま
で
と
な
り
ま
す
）。

　
証
明
書
の
発
行
を
希
望
す
る
方
は
、
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
な
お
、
こ
の
証
明
書
は
次
の

方
々
が
交
付
申
請
で
き
ま
す
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
で
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方　
▼
両
下
肢
、
体
幹
、

移
動
機
能
の
障
が
い
が
１
級
ま
た
は
２
級

の
方　
▼
内
臓
機
能
の
障
が
い
が
１
級
ま

た
は
３
級
の
方　
▼
免
疫
機
能
の
障
が
い

が
１
級
か
ら
３
級
ま
で
の
方

②
戦
傷
病
者
手
帳
所
持
者
で
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方　
▼
両
下
肢
、
体
幹
の
障

が
い
が
特
別
項
症
か
ら
第
２
項
症
ま
で
の

方　
▼
内
臓
機
能
の
障
が
い
が
特
別
項
症

か
ら
第
３
項
症
ま
で
の
方

③
介
護
保
険
被
保
険
者
で
、
要
介
護
状
態
区

分
が
要
介
護
５
の
方

固
定
資
産
税
「
償
却
資
産
」

の
申
告
書
の
送
付
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

住
民
税
務
課
税
務
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　

   

☎
６
６
２
‐
２
１
１
２

　
償
却
資
産
の
所
有
者
に
は
、
毎
年
１
月
１

日
に
所
有
す
る
資
産
を
、
資
産
の
所
在
す
る

自
治
体
に
申
告
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　
町
内
に
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
お

よ
び
事
業
所
な
ど
に
、
１２
月
２０
日
付
で
「
償

却
資
産
申
告
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

　
同
封
の
「
申
告
の
手
引
き
」
を
参
考
に
申

告
し
て
く
だ
さ
い
（
申
告
が
必
要
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
申
告
書
が
届
か
な
い
場
合
に

は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
）。

●
受
付
期
間　

平
成
２９
年
１
月
４
日
（
水
）

～
３１
日
（
火
）

●
受
付
場
所　

役
場
１
階　

住
民
税
務
課 

税
務
Ｇ
（
５
番
窓
口
）（
郵
送
可
）

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

税
制
の
創
設
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

山
形
税
務
署　
　
☎
６
２
２
‐
１
６
１
１

　
住
民
税
務
課
税
務
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　

   

☎
６
６
２
‐
２
１
１
２

　
健
康
の
維
持
増
進
お
よ
び
疾
病
予
防
の
一

定
の
取
組
を
行
う
個
人
が
、
平
成
２９
年
１
月

１
日
～
平
成
３３
年
１２
月
３１
日
の
間
に
、
自
己

ま
た
は
自
己
と
生
計
を
一
つ
に
す
る
配
偶
者

そ
の
他
親
族
に
係
る
一
定
の
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ

Ｃ
医
薬
品
（
も
と
も
と
医
療
用
に
使
わ
れ
て

い
た
医
薬
品
が
、
要
指
導
医
薬
品
ま
た
は
一

般
用
医
薬
品
と
し
て
薬
局
等
の
店
頭
で
販
売

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
医
薬
品
）
を
購
入
し

た
場
合
、
そ
の
購
入
額
が
１
万
２
０
０
０
円

を
超
え
る
と
き
は
、
超
え
る
部
分
の
金
額

（
上
限
８
万
８
０
０
０
円
）
に
つ
い
て
、
所

得
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
「
セ
ル
フ

メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
」
と
い
う
医
療
費

控
除
の
特
例
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

●
対
象
と
な
る
医
薬
品　

厚
生
労
働
省
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き
ま
す
。
ま
た
、

対
象
と
な
る
医
薬
品
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
識

別
マ
ー
ク
が
付
け
ら
れ
ま
す
。

●
対
象
者　
対
象
と
な
る
医
薬
品
の
年
間
購

入
額
が
１
万
２
０
０
０
円
を
超
え
た
方
で
、

次
の
一
定
の
取
組
を
行
っ
た
方
。　
①
特

定
健
康
診
査　
②
予
防
接
種　
③
定
期
健

康
診
断　
④
健
康
診
査　
⑤
が
ん
検
診

●
従
来
の
医
療
費
控
除
と
の
関
係　
従
来
の

医
療
費
控
除
は
、
自
己
ま
た
は
自
己
と
生

計
を
一
つ
に
す
る
配
偶
者
そ
の
他
親
族
の

た
め
に
医
療
費
を
支
払
っ
た
場
合
に
所
得

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

一
般
に
目
安
と
さ
れ
る
１０
万
円
は
医
療
費
控

除
を
申
告
す
る
方
の
所
得
が
２
０
０
万
円
以

上
の
場
合
で
、
所
得
が
２
０
０
万
円
未
満
の

場
合
は
所
得
の
５
％
を
超
え
た
分
の
医
療
費

が
医
療
費
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

※
対
象
と
な
る
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
購

入
費
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
医
療
費
控
除

と
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
控

除
を
同
時
に
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

１
年
間
の
医
療
費
が
所
得
の
５
％
未
満
の

た
め
従
来
の
医
療
費
控
除
を
受
け
ら
れ
な

か
っ
た
方
で
も
、
対
象
と
な
る
医
薬
品
の

年
間
購
入
額
が
１
万
２
０
０
０
円
を
超
え

れ
ば
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制

の
控
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
控
除
を
受
け
る
に
は　

セ
ル
フ
メ
デ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
控
除
を
受
け
る
た
め

に
は
、
従
来
の
医
療
費
控
除
と
同
様
に
所

得
税
確
定
申
告
ま
た
は
住
民
税
申
告
を
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
申
告
の
際
は
次
の

も
の
が
必
要
で
す
。　
①
対
象
と
な
る
医

薬
品
の
領
収
書
（
対
象
医
薬
品
で
あ
る
こ

と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
）　

②
「
一

定
の
取
組
」
を
行
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
書
類（
健
康
診
査
の
結
果
通
知
表
等
）

※
控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
平
成
２９
年
分
所

得
税
と
平
成
３０
年
度
分
住
民
税
か
ら
で
す
。

障
害
者
控
除
・
お
む
つ
代　

医
療
費
控
除
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

証
明
書
・
認
定
書
交
付
の
こ
と
…
健
康
福

　

祉
課
介
護
支
援
Ｇ　 

☎
６
６
２
‐
２
４
５
６

　
税
の
控
除
の
こ
と
…
住
民
税
務
課
税
務
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　

   

☎
６
６
２
‐
２
１
１
２

【
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
に
つ
い
て
】

　
確
定
申
告
等
に
お
い
て
お
む
つ
代
を
医
療

費
控
除
と
し
て
申
告
す
る
場
合
、
医
師
が
発

行
す
る
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
と
お
む
つ

代
の
領
収
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
介
護
保
険
要
介
護
認
定
者
の
２
年
目
以
降

の
申
告
で
は
、
医
師
が
発
行
す
る
「
お
む
つ

使
用
証
明
書
」
に
代
わ
り
、
要
介
護
認
定
資

料
（
主
治
医
意
見
書
等
）
で
寝
た
き
り
状
態

等
を
確
認
し
て
町
が
発
行
す
る
「
お
む
つ
代

の
医
療
費
控
除
証
明
書
」
を
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。「
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

証
明
書
」
が
必
要
な
方
は
、
健
康
福
祉
課
ま

た
は
役
場
総
合
窓
口
で
発
行
の
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。

【
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

交
付
に
つ
い
て
】

　
６５
歳
以
上
の
方
で
介
護
保
険
の
要
介
護
１

以
上
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、
身
体
障

害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
く
て
も
、

障
が
い
者
お
よ
び
特
別
障
が
い
者
に
準
ず
る

者
と
し
て
町
が
発
行
す
る
「
障
害
者
控
除
対

象
者
認
定
書
」
に
よ
り
所
得
税
お
よ
び
町
県

民
税
の
障
害
者
控
除
お
よ
び
特
別
障
害
者
控

除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
１２
月
３１
日
現
在
で
要
介
護
１
以
上
の
認
定

を
受
け
て
い
る
方
は
控
除
の
対
象
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、「
障
害
者
控
除
対
象

者
認
定
書
」
が
必
要
な
方
は
健
康
福
祉
課
ま

た
は
役
場
総
合
窓
口
で
発
行
の
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
（
申
請
は
１２
月
中
も
可
能
で
す
が
、

平
成
２８
年
１２
月
３１
日
現
在
の
認
定
書
は
平
成

２９
年
１
月
４
日
以
降
の
交
付
に
な
り
ま
す
）。

●固定資産税　　　　　　３期
●国民健康保険税　　　　６期
●介護保険料　　　　　　６期
●後期高齢者医療保険料　６期

納期限　12月28日（水）
今 月 の 納 税 等

※税額に変更のある方に、１２月１5日に変更通知
を発送しています。届いた方は内容をご確認
ください。

※お問い合わせ先
　住民税務課税務Ｇ　☎６６2 - 2112

19 18
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